


 

別紙                    氏 名  川村 つよし    

質 問 事 項 

 

№  １－１   

 就学援助の対象拡大について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 物価高騰に合わせて、就学援助の対象所得基準を見直す必要があると考え

る。また支給項目についても、部活動の地域移行を踏まえ、クラブ活動費も支

給するように求める。 

 

（１）対象者数の推移について 

   過去３年程度の就学援助の対象者数を、小中学校別で御紹介いただきた

い。（対象者数と比率は全体の何％か） 

 

（２）今後の対象者数の予測について 

   児童生徒数の減少があり、対象者数は減少が見込まれるのではないか。 

  国の制度で、小学校の給食費無償化が予定されている中で、就学援助の費

用も減少することになるのではないか。 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名   川村 つよし         

質 問 事 項 

 

№  １－２    

 就学援助の対象拡大について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

（３）実質賃金の低下傾向について 

   物価高騰に賃金の上昇が追い付いておらず、実質賃金が低下しているこ

とから、現在の就学援助の対象所得水準を見直す必要があると考える。 

   生活保護基準の 1.25倍が、尾張旭市における就学援助の所得基準だが、

愛知自治体キャラバンが作成した、陳情項目と参考資料、2024 年版によ

ると、名古屋市東部に隣接する５市（尾張旭市・長久手市・日進市・豊明

市・大府市）で見ると、尾張旭市の 1.25倍は、最も低い。家族構成で比

較した場合も、４人家族で父母が 30代、小学生と４歳児という家族構成

を例に所得基準額を比較した場合、尾張旭市は、20万円～70万円低い。

つまり対象者が絞られる基準となっている。 

   この際、実質賃金の低下を踏まえ見直すべきだと考えるがどうか。 

 

（４）支給項目に「クラブ活動費」を加えることについて 

   部活動の地域移行については、この間、検討が進んでいる。今年度から、

小学校の金管クラブについても、年間 3,000円程度の、新たな費用負担が

計画されているが、このような背景から、「クラブ活動費」も支給項目に

加えるべきではないか。 

資料 2024年愛知自治体キャラバン 陳情項目と参考資料（P96～99） 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名   川村 つよし         

質 問 事 項 

 

№ ２－１     

 こどもの意見表明権を尊重する取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 計画期間を 2025年～2030年までとする「尾張旭市こども計画」が策定され

ました。 

 市長の巻頭言「はじめに」の中に「こども・若者の社会参画や意見表明の機

会を確保することに努める」とあり、今後に期待するところです。 

（計画中、意見表明に関連する記述があるのは、「はじめに」、Ｐ２基本的な方

針②、Ｐ36施策の方向性、Ｐ37施策１－２） 

 こどもの意見を尊重するという表明が、言葉だけで終わらず、こども達が実

感できるようにしていくには、日常的に、こどもたちが「自ら発した意見が大

切にされた」「尊重されている」と、感じられるように取り組むことが必要で、

大人の本気度が問われるように思います。 

 

（１）具体的な取組について 

   こどもの意見表明については、 

   「施策１－２ こどもの意見表明・参加の促進」のところに、具体的な

記述があり、新規・拡充事業として、アンケートやヒアリング。維持・継

続事業として、こどもの意見等を聴いて、まちづくりを推進する。市長を

囲む子ども会議の開催。 

と書かれています。 

   その他は、どのような取組を考えておられるのでしょうか。 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名   川村 つよし         

質 問 事 項 

 

№ ２－２  

 こどもの意見表明権を尊重する取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

（２）あらゆる場面で「こどもの意見」の尊重を 

   幼稚園・保育園・学童保育・放課後児童クラブ・児童館・図書館・小中

学校など、こどもと直接関わる職場は様々ありますが、そこで従事されて

いる方々は、どれだけ、こどもの言葉、意見に耳を傾けることができてい

るでしょうか。 

   専門職の方もいれば、そうでない方もいらっしゃると思いますが、「こ

どもたちが育ち学ぶ施設の関係者」に、こどもの権利や意見表明権につい

て、普及・啓発する必要があるのではないでしょうか。 

（参考：武蔵野市子どもの権利条例第 4条 市は、市民、育ち学ぶ施設の関係

者および市職員に対し、子どもの権利の普及啓発を行います。） 

 

（３）尾張旭市学校運営協議会について 

   尾張旭市の小中学校には、学校運営協議会が設置されています。2004

年の法改正により、設置が可能となり、当市で設置されているものですが、

法改正時の附帯決議において「児童生徒の発達段階に配慮しつつ、児童生

徒が意見を述べる機会を得られるよう適切な配慮に努めること」（地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する第

159回国会、2004年５月 19日衆議院文部科学委員会の附帯決議）とあり、

学校運営協議会においても、児童生徒の参加を検討するべきだと考えられ

ます。学校運営協議会に、児童生徒を参加させようと考えた場合、どのよ

うな課題がありますか。 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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